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第 1 章 計画の概要 

1. 計画策定の背景・目的 

市川三郷町の公共交通は、JR 身延線、コミュニティバス、タクシー、２病院間シャトルバス等が運行

されており、町内の移動、町外への移動を支えています。 

しかし、人口減少等による公共交通利用者の減少、燃料費高騰による事業費増加、交通事業者に

おける運転手不足・高齢化などにより、地域公共交通を取り巻く環境は厳しさを増しております。本町の

地域公共交通を取り巻く様々な課題や今後の社会経済情勢の変化に対応し、地域にとって望ましい

交通ネットワークを構築するとともに、持続可能な地域公共交通の実現を図るため「市川三郷町地域

公共交通計画」を策定します。 

 

2. 計画の位置づけ 

本計画は、本町の最上位計画である市川三郷町総合計画や、関連計画等と整合・連携を図り、施

策を展開していきます。市川三郷町第３次総合計画で掲げる目指すまちの姿である　「ひと・自然・伝

統「つなぐ。つながる。」いちか『わ』みさと」を実現するための地域公共交通のマスタープランとして位置

づけます。 

なお、本計画は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成 19 年法律第 59 号）第５条

の規定に基づき策定するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 計画の対象区域 

本計画の区域は、市川三郷町全域とします。なお、近隣市町を結ぶ広域交通については、関係自

治体や交通事業者と連携を図ります。 

 

 

4. 計画期間 

計画期間は２０２６（令和８）年度から２０３０（令和１２）年度の５年間とします。社会情勢やまちづくり

に大きな変化が生じた場合は、適宜、改定を行います。 

 

市川三郷町地域公共交通計画

＜関連計画＞ 
○市川三郷町都市計画マスタープラン 
○市川三郷町行財政改革推進計画 
○市川三郷町第４次地域福祉計画・第

４次障がい者計画 など

整合

連携

＜上位計画＞ 
市川三郷町第 3 次総合計画

図 地域公共交通計画の位置づけ
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第 2 章 市川三郷町の地域公共交通の現状および課題 
地域の現状、上位・関連計画などを踏まえ、地域公共交通が抱える課題を以下のとおり整理しまし

た。 

 

1. 地域の概況 

① 人口推移 

本町の人口は、2024（令和 6）年 1 月 1 日現在で 14,693 人となっています。5 年前の 2020（令

和 2）年に比べて、約 1,000 人減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 年齢別人口 

2024（令和 6）年 1 月１日現在の年齢別人口を見ると 70 歳代が 2,350 人、80 歳代が 2,229 人と

多くなっています。60 歳以上の人口は、全人口の 46.0％となっています。 

 

 

 

 

 

図 人口推移
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③ 人口・施設分布 

鉄道駅沿線に人口・施設が多く集積しています。 

一方、山間部においても人口集積が見られていますが、商業施設・医療施設は立地していない状況

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 観光入込客数 

2023（令和 5）年度においては、年間約 31 万人の観光来訪が見られます。 

※新型コロナウイルス感染症の流行前は、年間約 40 万人前後が来訪していました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：山梨県観光入込客統計調査報告書（各年度末時点） 

 

図 人口・施設分布

図 観光入込客数の推移
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2. 公共交通の概況 

① 公共交通ネットワーク 

JR 身延線によって町外（甲府方面・静岡方面）への移動が支えられています。コミュニティバス、タク

シーによって、町内の移動が支えられています。そのほか、２病院間シャトルバスや近隣自治体のコミュ

ニティバスが運行されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
種別 路線名 運行区間（起終点）

運行本数 

（1 日片道）

 
鉄道 JR 身延線 甲府駅～市川大門駅～富士駅 約 35 便

 

コミュニティ 

バス

三珠線 

（火・木）

下芦川農協跡地発～芦川駅入口～

生涯学習センター～市川三郷診療所
約 2 便

 三珠線 

（月・水・金）
下芦川農協跡地発～芦川駅入口 約 1 便

 山保線 

（月・水・金）
四尾連公民館前～生涯学習センター 約 2 便

 六郷線 

（月～金）
つむぎの湯～鰍沢口駅 約 5 便

 
六郷循環線 岩下公民館～つむぎの湯 約 3 便

図 公共交通ネットワーク図

表 運行状況
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② コミュニティバス 

市川三郷町のコミュニティバスは、三珠線・山保線・六郷線・六郷循環線の 4 路線が運行しており、

各路線 1 日あたり 5 人～15 人を輸送しています。利用者あたりの運行経費は、1,000 円台～2,000

円台となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 コミュニティバスの利用状況・収支状況

図 コミュニティバス利用者数の推移
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6,000
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12,000

令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年
全体（右軸） 三珠線 山保線
六郷線 六郷循環線

単位：人

令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年
増減率

（R1-R6）

乗車人数（人） 939 940 982 1,061 1,273 960 2.2%

1日当たりの乗車人数（人/日） 4 4 4 4 5 4 1.6%

1便当たりの乗車人数（人/便） 1 1 2 2 2 2 35.0%

運行経費（円） 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 0.0%

運賃収入（円） 14,100 5,100 7,300 10,300 25,100 15,500 9.9%

利用者あたりの運行経費（円/人） 2,556 2,553 2,444 2,262 1,885 2,500 -2.2%

乗車人数（人） 1,395 1,372 1,404 1,566 1,486 1,342 -3.8%

1日当たりの乗車人数（人/日） 10 9 10 11 10 10 -1.7%

1便当たりの乗車人数（人/便） 2 2 2 3 3 2 -1.6%

運行経費（円） 1,917,000 1,984,500 1,930,500 1,984,500 2,130,000 2,190,000 14.2%

運賃収入（円） 32,200 30,000 27,500 26,200 22,700 25,400 -21.1%

利用者あたりの運行経費（円/人） 1,374 1,446 1,375 1,267 1,433 1,632 18.8%

乗車人数（人） 6,338 4,400 4,798 5,186 4,253 3,682 -41.9%

1日当たりの乗車人数（人/日） 26 18 20 21 18 15 -42.6%

1便当たりの乗車人数（人/便） 2 2 2 2 2 1 -42.5%

運行経費（円） 8,606,804 8,716,308 9,042,600 9,411,900 9,609,288 10,300,000 19.7%

運賃収入（円） 113,200 83,700 97,800 94,500 66,000 63,400 -44.0%

利用者あたりの運行経費（円/人） 1,358 1,981 1,885 1,815 2,259 2,797 106.0%

乗車人数（人） 2,249 1,749 1,763 2,149 2,017 2,308 2.6%

1日当たりの乗車人数（人/日） 12 9 9 10 10 12 2.6%

1便当たりの乗車人数（人/便） 4 3 3 3 3 4 2.8%

運行経費（円） 5,760,000 6,098,800 6,098,800 4,202,800 6,114,600 6,070,000 5.4%

運賃収入（円） 21,000 20,400 14,000 9,500 14,000 12,800 -39.0%

利用者あたりの運行経費（円/人） 2,561 3,487 3,459 1,956 3,032 2,630 2.7%

乗車人数（人） 10,921 8,461 8,947 9,962 9,029 8,292 -24.1%

1日当たりの乗車人数（人/日） 52 40 43 46 44 41 -21.3%

1便当たりの乗車人数（人/便） 2 2 2 2 2 2 -24.7%

運行経費（円） 18,683,804 19,199,608 19,471,900 17,999,200 20,253,888 20,960,000 12.2%

運賃収入（円） 180,500 139,200 146,600 140,500 127,800 117,100 -35.1%

利用者あたりの運行経費（円/人） 1,711 2,269 2,176 1,807 2,243 2,528 47.8%

全体

三珠線

山保線

六郷線

六郷循環線
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① 鉄道 

町内における鉄道利用者数（1 日当たり）は、800～1,000 人前後を推移しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② タクシー 

主に午前中に近距離の移動で利用されており、「10 分以内の利用」が約 8 割を占めている。 

運転士不足を抱えており、町内における十分な供給ができない状況である（夜間配車、山間部への

配車が難しい場合もある）。 

 

 

 

図 鉄道利用者の推移

図 町内のタクシー利用における 

乗車時間
図 町内のタクシー利用における 

乗車時の時間帯 
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3. 地域公共交通の課題 

課題１ 高齢者を中心とした交通弱者への交通サービス提供 

 

 

課題１ 高齢者を中心とした交通弱者への交通サービス提供

  

ž 町民においては、自家用車による移動が多く、自家用車を持たない・運転できない場合に、移

動の制約が生じてしまいます。 

ž 町民の約 4 割が高齢者となっています。それに伴い、運転免許返納が進むことが想定されま

す。 

ž 中高生が外出する際に利用する公共交通は、鉄道が最も多くなっており、鉄道が中高生の移

動を支えています。また、中高生の多くが進路選択時に公共交通の充実さを重視しています。 

ž これらのことから、高齢者の買い物・通院、中高生の通学や町外へのおでかけを支える交通サ

ービスを引き続き提供することが必要であると考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※グラフ内の数値について、5%未満は非表示としている

図 運転免許の返納意向 

（町民アンケート調査）
図 運転免許の保有状況 

（町民アンケート調査）

図 公共交通の充実によって 

進路の選択肢が広がると思うか 

（中高生アンケート調査）

図 進路選択時の公共交通での通いやすさを 

重視するか（中高生アンケート調査）

持っている 返納した もともと持っていない（失効等を含む） 無回答

運転に不安があり、近いうち（５年程度）に返納する予定である

運転に不安があるが、移動が不便になるため、今のところ返納は考えていない

不自由なく運転できるため、今のところ返納は考えていない

無回答

80.2%

6.3%

94.1%

95.1%

93.2%

93.0%

95.8%

95.8%

89.3%

85.4%

43.6%
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10.1%
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全体

回答者数：825
19歳以下
回答者数：16

20歳代
回答者数：34

30歳代
回答者数：41

40歳代
回答者数：73

50歳代
回答者数：128

60～64歳
回答者数：72

65～69歳
回答者数：96

70～74歳
回答者数：103

75～79歳
回答者数：89

80歳以上
回答者数：165

持っている

7.9%

6.9%

12.7%

12.0%

26.1%

27.6%

31.9%

81.1%

100.0%

90.6%
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94.2%
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69.6%
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59.7%
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

回答者数：662
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20歳代
回答者数：32

30歳代
回答者数：39
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回答者数：68
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回答者数：119

60～64歳
回答者数：69

65～69歳
回答者数：92

70～74歳
回答者数：92

75～79歳
回答者数：76

80歳以上
回答者数：72
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課題２ 公共交通不便地域における移動手段の確保 

 

 

課題２ 公共交通不便地域における移動手段の確保

  

ž 市川三郷町では駅周辺に商業・医療施設が集中し、山間部には生活拠点となる施設が乏し

いため、山間部住民は買い物・通院で市街地や JR 身延線の駅へ移動せざるを得ません。 

ž コミュニティバスが山間部から市街地部までの移動を支えていますが、日中・夕方の便数や最

終便時刻への不満が大きいことがアンケートで明らかになっています。 

ž 山間部から市街地、および六郷地域から市川地域を結ぶルートを維持・強化し、デマンド型交

通や乗合タクシー等を組み合わせた持続的な足の確保が必要であると考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※グラフ内の数値について、5%未満は非表示としている

図 商業施設・医療施設の分布図

図 コミュニティバスの満足度（町民アンケート調査）
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課題３ 地域ニーズに即した公共交通サービスの効率化 

 

 

課題３ 地域ニーズに即した公共交通サービスの効率化

  

ž アンケートでは、三珠・市川地域は町内外の施設を広く利用する一方、六郷地域は富士川

町・甲府市など町外への移動が多い状況です。さらに、六郷郊外から市川地域までの地域間

移動需要も確認されています。 

ž 目的地が地域ごとに異なるため、各地域の移動実態に合わせて、公共交通サービスを見直

す必要があります。 

ž 三珠地域・市川地域では、町内施設・町外施設までの移動を支える交通サービス、六郷地域

では、特に町外施設までの移動を支える交通サービスが必要であると考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※グラフ内の数値について、5%未満は非表示としている

図　買い物先（町内）

図　買い物先（町外）
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課題４ 住民や民間と連携した公共交通サービスの担い手確保 

 

 

課題４ 住民や民間と連携した公共交通サービスの担い手確保

  

ž 交通事業者においては、運転士不足・運転士の高齢化が深刻化しており、このままでは、現行

サービスの維持が難しい状況です。 

ž 町民アンケートでは、地域協働型交通（ライドシェア等）を「利用したい」層が存在し、ドライバー

としての参加意向も確認されています。 

ž 交通事業者だけでなく、住民・民間団体・地域団体が参画できる仕組み（報酬・保険制度、研

修など）を整備し、担い手を確保することが必要であると考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※グラフ内の数値について、5%未満は非表示としている

図　地域協働型交通が導入された場合の利用意向

図　地域ドライバーとしての意向
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課題５ 公共交通の周知・利用促進 

 

課題５ 公共交通の周知・利用促進

  

ž コミュニティバスについて、「運行内容をよく知らない」町民が約５割を占めるなど、公共交通が

認知されていない状況です。 

ž 中高生が感じる公共交通のメリットとしては、「雨天時でも快適」「荷物があっても楽」などが挙

げられています。 

ž 総合交通マップ等の作成、SNS 発信・学校連携イベントの活用などの情報発信、利用促進策

の展開が必要であると考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※グラフ内の数値について、5%未満は非表示としている

図　利用状況・運行内容の認知度

図　公共交通を利用するメリットとして共感できるもの（中高生アンケート）
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第 3 章 地域公共交通が目指す方向性 

1. 基本理念 

前項までの整理を踏まえ、本町の地域公共交通の基本理念を定めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜市川三郷町地域公共交通の基本理念＞ 

交通弱者の暮らしを支える　地域と一体となった 

持続可能な 地域公共交通 

 

町民の多くは、自家用車を利用し、買い物・通院・通勤等の日常生活を送っており、日

常生活を送る上で、自家用車は不可欠なものとなっています。一方で、自家用車を利用

できない方々（交通弱者）にとっては、買物や通院等のおでかけがしにくい状況も見られて

います。 

 

将来的には、“全ての人”の暮らしを支える地域公共交通を目指しますが、財政・人材

に限りがある状況であるため、まずは、「自家用車を利用できない方々の移動を支えるこ

と」に注力していきます。 

 

将来にわたって、地域公共交通を提供し続けるために、市川三郷町・交通事業者・地

域住民・地域団体が一体となり、取組を進めていきます。特に、「担い手確保（住民主体

の交通など）」や「利用促進」において、関係者間連携を強めることで、地域公共交通の持

続可能性の向上を図ります。
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2. 目指す姿および評価指標 

基本理念に沿った計画目標および評価指標を次のとおり定めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目指す姿①　地域公共交通で買い物・通院ができる

自家用車を利用できない場合においても、必要性の高い外出（買い物・通院）を支える地域

公共交通ネットワークを提供します。 

 

目標達成状況を評価するための指標 

商業施設・医療施設最寄りバス停の便数（合計）　　：　現況値 484 便/週 ⇒ 維持する 

商業施設・医療施設最寄りバス停における降車人数（合計） 

：　現況値 49.5 人/日 ⇒ 増やす 

目指す姿③　地域公共交通で市街地内の移動がしやすい

市街地内において、スーパー、病院、行政手続き等、複数の用事を済ませられる回遊性の高

い地域公共交通ネットワークを提供します。 

 

目標達成状況を評価するための指標 

タクシー券利用者数　　　　　：　現況値 1,840 回/年　⇒　増やす

目指す姿②　地域公共交通で市街地までおでかけできる

山間部（下九一色・山保・八之尻・六郷郊外等）から鉄道駅周辺に移動できる地域公共交通

ネットワークを提供します。 

 

目標達成状況を評価するための指標 

コミュニティバスの便数　　　　：　現況値 93 便/週　⇒　維持する 

コミュニティバスの利用者数　：　現況値 1.8 人/便　⇒　増やす

目指す姿④　地域公共交通が他分野のまちづくりを後押しする

再編後の公共施設や観光スポット等に地域公共交通が発着し、波及効果のある地域公共交

通を目指します。 

 

目標達成状況を評価するための指標 

公共施設・観光施設最寄りバス停の便数（合計）　　　：　現況値 258 便/週　⇒　維持する 

公共施設・観光施設最寄りバス停における降車人数　：　現況値 20.3 便/日　⇒　増やす

目指す姿⑤　地域公共交通をみんなで支える 

町・交通事業者に加えて、地域住民・地域団体等を含めたみんなで公共交通を支えていく意

識や体制を構築します。 

 

目標達成状況を評価するための指標 

公共交通の利用者数　　　　　　 　　　　　　　　　：　現況値 360,318 人/年　⇒　増やす 

公共交通に対する町の支出額（利用者あたり）　：　現況値 2,499 円/人　⇒　減らす

https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000303232.pdf
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/content/000303232.pdf
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3. 目指す公共交通ネットワーク 

基本理念、目指す姿を踏まえ、公共交通ネットワークのイメージ、各公共交通サービスに求められる

役割を下記のとおり、整理しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜公共交通の役割＞ 

 

＜公共交通拠点の役割＞ 

　 

 

 位置付け 主な公共交通 役割 確保・維持策

 

広域交通
・鉄道 
※近隣自治体コミュニティバス

（富士川町・身延町）も運行

・町外への広域的な移動を
支える。 ・交通事業者と協議の

上、現状以上の運行水
準を確保する。 

・コミュニティバスにつ
いては、地域公共交通
確保維持事業（フィー
ダー補助）を活用し持
続可能な運行を目指
す。

 

地域間交通
・コミュニティバス 
・タクシー 
・新たな交通サービス

・町内の各地域間（市川市
街地⇔六郷、下大鳥居⇔
六郷など）の移動を支え
る交通サービス

 

市街地交通
・コミュニティバス 
・タクシー 
・新たな交通サービス

・市街地の移動（自宅⇔生
活関連施設、自宅⇔交通
拠点など）を支える交通
サービス

 位置付け エリア・施設 役割

 

交通拠点 鉄道駅、公共施設、商業施設、医療施設など
・広域交通、地域間交通、市街地交

通をつなぎ、多くの利用者に快適
な乗継環境を提供する。

下九一色

山保

六郷
郊外

岩間・落居

三珠・市川市街地

広域交通 （鉄道）

地域間交通
（コミュニティバス・タクシー・地域協働型交通など）

市街地交通
（コミュニティバス・タクシー・地域協働型交通など）

下大鳥居・黒沢

大木・法師倉

六郷線（令和 8 年 4 月以降） 
【補助対象：フィーダー系統】 

※予定
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各路線の役割および必要性は下記のとおりです。 

なお、地域内フィーダー系統の交通については、交通事業者の運営努力や自治体の運営補助だけ

では路線の維持が難しく、地域公共交通確保維持事業により、運行を維持・確保する必要があります。 

 

＜各路線の役割・必要性＞ 

　　　※ 国の地域公共交通確保維持事業における「地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金」を活用予定

 路線 事業概要 役割・必要性 補助事業
の活用

 

JR 身延線
・交通事業者が運行 
・本町から甲府市・静岡方面を結

ぶ定時定路線型の路線

・甲府～本町～富士市間を運行し、主に通
勤・通学時の交通手段となっています。

 

三珠線

・町が実施主体となり、交通事業
者が運行 

・山間部（下九一色など）から市
街地部を運行する定時定路線
型の路線

・山間部から市街地までを運行し、特に自家
用車を運転できない高齢者の買物や通院
を支えているため、今後も維持が必要で
す。

※

 

山保線

・町が実施主体となり、交通事業
者が運行 

・山間部（四尾連・山保など）か
ら市街地部を運行する定時定
路線型の路線

※

 

六郷線

・町が実施主体となり、交通事業
者が運行 

・岩間・落居から下大鳥居・黒沢
方面を運行する定時定路線型
の路線

※

 

六郷循環線

・町が実施主体となり、交通事業
者が運行 

・山間部（岩下など）から市街地
部を運行する定時定路線型の
路線

※
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第 4 章 目指す姿の実現に向けた施策および事業 

1. 事業一覧 

基本理念および目指す姿を踏まえ、施策・事業を下記のとおり整理しました。 

 
 

 
目指す姿① 地域公共交通で買い物・通院ができる / 目指す姿② 地域公共交通で市街地までおでかけできる / 目指す姿③ 地域公共交通で市街地内の移動がしやすい /  
目指す姿④ 地域公共交通が他分野のまちづくりを後押しする / 目指す姿⑤ 地域公共交通をみんなで支える  

 

施策 事業 取組概要 実施主体
目指す姿（P.15） 

との関連性
 ① ② ③ ④ ⑤
 

施策１ 
広域交通の 
維持・拡充

1-1 【重点事業】 
JR 身延線の維持

○ 鉄道事業者と定期的な協議・調整を行いながら、鉄道維持に向けた取組（乗り継ぎ改善、利
用促進、その他支援など）を検討し、実施します。 町・交通事業者 ●

 

1-2 隣接自治体との連携
○ 富士川町や身延町と連携し、町内に乗り入れている路線とのダイヤ調整など、利便性向上に

向けた検討を行います。 
○ 可能であれば、各コミュニティバスの利用促進も視野に検討します。

町 ● ●

 

1-3 新たな広域交通の研究 ○ 町外への移動を便利にする事例などを適宜収集し、本町における導入可能性を整理します。 町 ● ● ●

 

施策２ 
地域間交通・ 
市街地交通の 
再編

2-1 【重点事業】 
コミュニティバスの再編

○ 各地域の移動実態、コミュニティバス利用状況等を踏まえて、コミュニティバスの運行ルー
トやダイヤ等を一体的に見直します。 町・交通事業者 ● ● ●

 

2-2
【重点事業】 
タクシー利用環境・労働環境の
整備

○ タクシーを利用しやすい環境を維持・向上させるため、タクシー利用料金の助成制度の継続
実施および利用対象者の拡大を検討します。 

○ ドライバー維持・確保およびタクシーサービス維持・拡充のため、労働環境整備（ドライバ
ー休憩場所の充実化、ドライバーに対するインセンティブ付与等）を推進します。

町 ● ● ●

 

2-3 新たな交通サービスの導入検討

○ 事業 2-1 と連動して、新たな交通サービス（デマンド交通・ライドシェア等）の導入に向け
た検討を行います。 

○ 実証運行等を行いながら、検討を進めます。事業 2-1 と連動して、新たな交通サービス導入
に向けた検討を行います。

町・交通事業者 ● ● ●

 

2-4 新たな町内交通の研究 ○ 町内の移動を便利にする事例などを適宜収集し、本町における導入可能性を整理します。 町 ● ● ●

 

施策３ 
交通・ 
まちづくりの 
連携

3-1 【重点事業】 
交通サービス同士の連携強化

○ 広域交通、地域間交通、市街地交通における乗継ダイヤの設定や待合環境の整備等を行い、
乗継ぎしやすい環境を整備します。 町・交通事業者 ● ● ●

 

3-2 交通と施設の連携強化
○ 商業施設・医療施設・観光施設と協議調整を行い、各施設までのアクセス性向上に資する取

り組みを検討します。 
【例】観光施設と連携した企画切符の検討、バスマップに各種施設を掲載する など

町・交通事業者・
地域 ● ●

 
3-3 関係者間会議の定期開催 ○ 地域住民、交通事業者、行政等が協力し、課題解決に向けた定期会議を開催します。 

○ 今後予定される学校の適正規模・配置等に向けて、教育委員会等と適宜、協議を行います。
町・交通事業者・
地域 ● ●

 

施策４ 
公共交通の 
利用促進

4-1 情報発信の強化 ○ 公共交通を知ってもらうための取組を行います。特に公共交通の必要性が高い“中高生”や“高
齢者”、“観光来訪者”をメインターゲットとした周知を行います。 町・交通事業者 ●

 

4-2 【重点事業】 
利用機会の創出

○ 公共交通を使ってみてもらうための取組を行います。 
○ 住民向けの公共交通体験イベントを開催し、利用促進を図ります。 
○ 乗車体験会、バス乗車イベント等を実施します。

町・交通事業者 ●
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2. 事業の詳細 

【施策１】 広域交通の維持・拡充 

 

 
事業 1-1 【重点事業】　JR 身延線の維持

 

実施内容

■背景・目的 

・鉄道が甲府方面・静岡方面への移動を支えており、町外への飲食・レジャー・買い

物などを支えている。 

・公共交通全般については「サービスが充実するなら財政負担が増えても仕方がな

い」が約3割で、公共交通の維持への一定の理解がある。 

・JR身延線の運行本数・駅機能を維持によって、甲府方面・静岡方面への広域ネット

ワークを確保する必要がある。 

 

■取組内容 

・ 鉄道事業者と定期的な協議・調整を行いながら、鉄道維持に向けた取組（乗り継ぎ

改善、利用促進、その他支援など）を検討し、実施します。 

・身延線沿線活性化促進協議会に町が参加（加入）し、利便性向上の要望書を提出

している。 

 

＜参考事例＞ 

・静岡県・神奈川県の沿線10市町が構成する「御殿場線利活用推進協議会」を設置

し、JR東海静岡支社長へ利便性向上の要望書を提出。ICカードの相互利用など、

具体的施策に向けて協議を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
実施主体 町・交通事業者

 関連する 

目指す姿
目指す姿①　地域公共交通で買い物・通院ができる

 

実施 

スケジュール

2026 

（令和 8）年度

2027 

（令和 9）年度

2028 

（令和 10）年度

2029 

（令和 11）年度

2030 

（令和 12）年度

 実施 実施 実施 実施 実施
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【施策１】広域交通の維持・拡充 

 

 

【施策１】広域交通の維持・拡充 

 

 
事業 1-２ 隣接自治体との連携

 

実施内容

■背景・目的 

・買い物先は富士川町・中央市・南アルプス市など“町外”が4割を超える。 

・通院も富士川病院や甲府方面が多く、日常的に隣接自治体への移動が見られてい

る。 

・本町においては、富士川町・身延町のコミュニティバスが乗り入れている。 

 

■取組内容 

・ 富士川町や身延町と連携し、町内に乗り入れている路線とのダイヤ調整など、利便

性向上に向けた検討を行います。 

・ 可能であれば、各コミュニティバスの利用促進も視野に検討します。 

・その他、観光・通院・買い物動線の共同PR等のソフト施策も検討します。 

 実施主体 町

 関連する 

目指す姿

目指す姿①　地域公共交通で買い物・通院ができる 

目指す姿⑤　地域公共交通をみんなで支える

 

実施 

スケジュール

2026 

（令和 8）年度

2027 

（令和 9）年度

2028 

（令和 10）年度

2029 

（令和 11）年度

2030 

（令和 12）年度

 
調整 （実施） 効果 

検証

 
事業 1-３ 新たな広域交通の研究

 

実施内容

■背景・目的 

・全国では、広域移動を支える手段として、広域デマンド交通などが導入されており、

継続的な研究が必要である。 

 

■取組内容 

・ 町外への移動を便利にする事例などを適宜収集し、本町における導入可能性を整

理します。 

・必要に応じて、事例の視察を行います。 

 実施主体 町

 
関連する 

目指す姿

目指す姿①　地域公共交通で買い物・通院ができる 

目指す姿②　地域公共交通で市街地までおでかけできる 

目指す姿③　地域公共交通で市街地内の移動がしやすい

 

実施 

スケジュール

2026 

（令和 8）年度

2027 

（令和 9）年度

2028 

（令和 10）年度

2029 

（令和 11）年度

2030 

（令和 12）年度

 実施 実施 実施 実施 実施
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【施策２】地域間交通・市街地交通の再編 

 

 
事業２-1 【重点事業】　コミュニティバスの再編

 

実施内容

■背景・目的 

・町内の移動は、コミュニティバスによって支えられている。 

・コミュニティバスについては、利用が少ないバス停があること、1人を輸送するための

コストが高くなっていること、日中・夕方の便数・最終便時刻に対する改善要望があ

ること、車両の更新時期が近付いていること等の問題点を抱えており、改善が必要で

ある。 

 

■取組内容 

・ 各地域の移動実態、コミュニティバス利用状況等

を踏まえて、コミュニティバスの運行ルートやダイヤ

等を一体的に見直します。 

・コミュニティバスの再編計画を作成し、運行の抜本

的な見直しを行います。 

 

 

＜参考事例＞ 

・茨城県つくば市では、コミュニティバス「つくバス」が、利用状況調査を踏まえて路線

を大幅に再編。赤字路線を削減し、需要の高い区間に集中させることで効率的な

運行を実現し、ダイヤも鉄道駅との接続を意識し、利便性を高めた。 

 実施主体 町・交通事業者

 
関連する 

目指す姿

目指す姿①　地域公共交通で買い物・通院ができる 

目指す姿②　地域公共交通で市街地までおでかけできる 

目指す姿③　地域公共交通で市街地内の移動がしやすい

 

実施 

スケジュール

2026 

（令和 8）年度

2027 

（令和 9）年度

2028 

（令和 10）年度

2029 

（令和 11）年度

2030 

（令和 12）年度

 
実施

効果 
検証 適宜、見直し
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【施策２】地域間交通・市街地交通の再編 

 

 
事業２-２ 【重点事業】　タクシー利用環境・労働環境の整備

 

実施内容

■背景・目的 

・タクシーは、町民の細かなニーズに対応しており、主に近距離～中距離の移動で利

用されている。 

・タクシー事業者においても、深刻な人手不足を抱えており、このままではタクシーサ

ービスの維持が難しい状況である。 

・今後も細かなニーズに対応するため、「タクシーを使いやすい環境づくり」と「タクシー

サービスを提供しやすい環境づくり」を並行して実施する必要があります。 

 

■取組内容 

・タクシーを利用しやすい環境を維持・向上させるため、タクシー利用料金の助成制度

の継続実施および利用対象者の拡大を検討します。 

・ドライバー維持・確保およびタクシーサービス維持・拡充のため、労働環境整備（ドラ

イバー休憩場所の充実化、町内を運行するドライバーに対するインセンティブ付与

等）を推進します。 

 

 

＜参考＞ 

・市川三郷町ではタクシー助成制度を実施しています。 

 

 実施主体 町

 
関連する 

目指す姿

目指す姿①　地域公共交通で買い物・通院ができる 

目指す姿②　地域公共交通で市街地までおでかけできる 

目指す姿③　地域公共交通で市街地内の移動がしやすい

 

実施 

スケジュール

2026 

（令和 8）年度

2027 

（令和 9）年度

2028 

（令和 10）年度

2029 

（令和 11）年度

2030 

（令和 12）年度

 
詳細検討 実施 効果検証 適宜、見直し
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【施策２】地域間交通・市街地交通の再編 

 

 

 
事業２-３ 新たな交通サービスの導入検討

 

実施内容

■背景・目的 

・町民アンケートでは、デマンド交通の利用意向は、「有料でも利用したい」が約6割で

あり、週1～2日利用するという回答が多い。一方で、スマートフォンや電話での予

約・キャンセルの手間が懸念される意見もある。 

・その他、地域協働型交通（ライドシェア等）についても一定程度利用意向が示されて

いる状況である。 

 

■取組内容 

・ 事業2-1と連動して、新たな交通サービス（デマンド交通・ライドシェア等）の導入に向

けた検討を行います。 

・必要性が確認された場合は、実証運行等を行いながら、検討を進めます。 

 

＜参考事例＞ 

長野県飯田市「南信州広域デマンド交通」 

住民が電話やスマホで予約すると、決められた時間に小型バスやワゴン車が迎えに来

る仕組み。地域内の公共交通を補完し、高齢者の移動や買い物支援に貢献している。 

 

兵庫県淡路市「相乗りタクシー（ライドシェア実証）」 

利用者が同方向に移動する際、1台のタクシーに相乗り。運賃を割り勘にする形で、過

疎地域の移動課題に対応している。 

 実施主体 町・交通事業者

 
関連する 

目指す姿

目指す姿①　地域公共交通で買い物・通院ができる 

目指す姿②　地域公共交通で市街地までおでかけできる 

目指す姿③　地域公共交通で市街地内の移動がしやすい

 

実施 

スケジュール

2026 

（令和 8）年度

2027 

（令和 9）年度

2028 

（令和 10）年度

2029 

（令和 11）年度

2030 

（令和 12）年度

 
実証運行 本格運行（必要性が確認された場合）
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【施策２】地域間交通・市街地交通の再編 

 

 
事業２-４ 新たな町内交通の研究

 

実施内容

■背景・目的 

・全国では、近距離の移動を支える手段として、小型EV、シェアサイクル、超小型モビ

リティなどの導入がされており、継続的な研究が必要である。 

・特に近距離の移動手段は、高齢者による利用が多いと想定されるため、高齢者でも

使いやすい仕組みを併せて研究する必要がある。 

 

■取組内容 

・ 町内の移動を便利にする事例などを適宜収集し、本町における導入可能性を整理

します。 

 

＜参考事例＞ 

愛知県豊田市「超小型EV（コムス）の導入」 

高齢者でも運転しやすい低速・小型EVを活用した

取組。病院・商店・役場など生活拠点への移動をサ

ポート。車両の小回り性能で狭い道路にも対応でき

る。　　　 

 

 実施主体 町

 
関連する 

目指す姿

目指す姿①　地域公共交通で買い物・通院ができる 

目指す姿②　地域公共交通で市街地までおでかけできる 

目指す姿③　地域公共交通で市街地内の移動がしやすい

 

実施 

スケジュール

2026 

（令和 8）年度

2027 

（令和 9）年度

2028 

（令和 10）年度

2029 

（令和 11）年度

2030 

（令和 12）年度

 実施 実施 実施 実施 実施
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【施策３】交通・まちづくりの連携 

 

 

 
事業３-1 【重点事業】　交通サービス同士の連携強化

 

実施内容

■背景・目的 

・コミュニティバスの満足度では、「乗継待ち時間」に対する不満が確認された。 

・コミュニティバスから鉄道に乗り継ぐ場合、30分以上鉄道駅で待つ必要がある便も

存在している。 

 

■取組内容 

・ 広域交通、地域間交通、市街地交通における乗継ダイヤの設定や待合環境の整

備等を行い、乗継ぎしやすい環境を整備します。 

 

＜参考事例＞ 

・滋賀県日野町では、鉄道駅にコミュニティバス停を隣接配置し、ダイヤを鉄道の到

着時刻に合わせることで、鉄道・バスの一体利用を推進した。 

 ・長野県飯田市では、南信州広域バスの鉄道接続を改善した。JR飯田線に合わせて

バスダイヤを調整し、列車到着後すぐにバスに乗れるように設定し、待ち時間を短縮

した。通勤・通学利用者の利便性が向上。 

 実施主体 町・交通事業者

 
関連する 

目指す姿

目指す姿①　地域公共交通で買い物・通院ができる 

目指す姿②　地域公共交通で市街地までおでかけできる 

目指す姿③　地域公共交通で市街地内の移動がしやすい

 

実施 

スケジュール

2026 

（令和 8）年度

2027 

（令和 9）年度

2028 

（令和 10）年度

2029 

（令和 11）年度

2030 

（令和 12）年度

 詳細 
検討 実施

効果 
検証
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【施策３】交通・まちづくりの連携 

 

 

 
事業３-２ 交通と施設の連携強化

 

実施内容

■背景・目的 

・市街地部には主要施設が集積しており、交通と施設が連携することで、相乗効果が

生まれることが期待される。 

 

■取組内容 

・ 商業施設・医療施設・観光施設と協議調整を行い、各施設までのアクセス性向上に

資する取り組みを検討します。 

【例】観光施設と連携した企画切符の検討、バスマップに各種施設を掲載する　な

ど 

 

＜参考事例＞ 

札幌市「観光施設連携バスチケット」 

市内の観光施設と連携した企画切符を販売している。複数の施設を1日バス乗車券で

回遊でき、観光振興にも寄与している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北九州市「商業施設との連携割引」 

バスの乗車券提示で商業施設の駐車料金割引や買い物特典を受けられる制度を導

入している。公共交通の利用促進と商業施設の集客を同時に実現している。 

 実施主体 町・交通事業者・地域

 関連する 

目指す姿

目指す姿④　地域公共交通が他分野のまちづくりを後押しする 

目指す姿⑤　地域公共交通をみんなで支える

 

実施 

スケジュール

2026 

（令和 8）年度

2027 

（令和 9）年度

2028 

（令和 10）年度

2029 

（令和 11）年度

2030 

（令和 12）年度

 詳細 
検討 実施

効果 
検証
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【施策３】交通・まちづくりの連携 

 

 

 
事業３-３ 関係者間会議の定期開催

 

実施内容

■背景・目的 

・公共交通に関する財源・人的資源が限られる状況であり、相互連携による、移動サ

ービスの最適化が必要である。 

・多様な主体（町・隣接自治体・交通事業者・地域住民・地域組織等）が存在してい

る。 

 

■取組内容 

・ 地域住民、交通事業者、行政等が協力し、課題解決に向けた定期会議を開催しま

す。 

・今後予定される学校の適正規模・配置等に向けて、教育委員会等と適宜、協議を

行います。 

 

＜市川三郷町地域公共交通会議＞ 

・市川三郷町では、町、庁内関係課、交通事業者、地域住民、学識経験者などで構

成される地域公共交通会議を開催し、地域公共交通をより良くするための協議を行

っています。 

 実施主体 町・交通事業者・地域

 関連する 

目指す姿

目指す姿④　地域公共交通が他分野のまちづくりを後押しする 

目指す姿⑤　地域公共交通をみんなで支える

 

実施 

スケジュール

2026 

（令和 8）年度

2027 

（令和 9）年度

2028 

（令和 10）年度

2029 

（令和 11）年度

2030 

（令和 12）年度

 実施 実施 実施 実施 実施
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【施策４】公共交通の利用促進 

 

 
事業４-1 情報発信の強化

 

実施内容

■背景・目的 

・コミュニティバスについて「よく知らない」が約5割を占めており、公共交通に対する関

心が低い状況である。 

 

■取組内容 

・ 公共交通を知ってもらうための取組を行います。特に公共交通の必要性が高い“中

高生”や“高齢者”をメインターゲットとした周知を行います。 

 

＜参考事例＞ 

・山梨県甲府市では、「公共交通を未来に残そう」運動の一環として、利用促進チラシ

を作成し、周知・利用促進を図っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 実施主体 町・交通事業者

 関連する 

目指す姿
目指す姿⑤　地域公共交通をみんなで支える

 

実施 

スケジュール

2026 

（令和 8）年度

2027 

（令和 9）年度

2028 

（令和 10）年度

2029 

（令和 11）年度

2030 

（令和 12）年度

 実施 実施 実施 実施 実施
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【施策４】公共交通の利用促進 

 

 

 
事業４-2 【重点事業】　利用機会の創出

 

実施内容

■背景・目的 

・人口減少等の影響で、公共交通の利用者数は減少傾向にある。 

・将来的に公共交通を維持していくためには、利用を増やし、収支を改善する必要が

ある。 

 

■取組内容 

・住民向けの公共交通体験イベントを開催し、利用促進を図ります。 

・乗車体験会、バス乗車イベント等を実施します。 

 

＜参考事例＞ 

愛知県豊川市「コミュニティバス乗り方教室」 

令和5年度は、町内のお集まりや、老人クラブ、民生委員等を対象に乗り方教室を実

施している。 

60分ほどで、コミュニティバスについての講義や、コミュニティバスの体験乗車などを行

っている。 

 

北海道札幌市 「市電フェスティバル in チ・カ・ホ」 

地下鉄・路面電車の魅力を市民に気軽に伝えるため、札幌駅前通地下広場（チ・カ・

ホ）で開催された（入場無料）。 

 

 

コミュニティバス乗り方教室　　　　　　　市電フェスティバル in チ・カ・ホ　　　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 実施主体 町・交通事業者

 関連する 

目指す姿
目指す姿⑤　地域公共交通をみんなで支える

 

実施 

スケジュール

2026 

（令和 8）年度

2027 

（令和 9）年度

2028 

（令和 10）年度

2029 

（令和 11）年度

2030 

（令和 12）年度

 実施 実施
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＜実施スケジュール＞ 

 

 

 
施策 事業

令和 

8 年度

令和 

9 年度

令和 

10 年度

令和 

11 年度

令和 

12 年度

 

施策１ 
広域交通
の維持・
拡充

1-1 JR 身延線の維持 実施 実施 実施 実施 実施

 

1-2 隣接自治体との連携 調整 (実施)
効果 

検証

 

1-3 新たな広域交通の研究 実施 実施 実施 実施 実施

 

施策２ 
地域間交
通・市街
地交通の
再編

2-1 コミュニティバスの再編 実施
効果 

検証
適宜、見直し

 

2-2 タクシー利用環境・ 
労働環境の整備

詳細 

検討
実施

効果 

検証
適宜、見直し

 

2-3 新たな交通サービスの 
導入検討 実証運行

本格運行 

（必要性が確認された場合）

 

2-4 新たな町内交通の研究 実施 実施 実施 実施 実施

 

施策３ 
交通・ま
ちづくり
の連携

3-1 交通サービス同士の 
連携強化

詳細 

検討
実施

効果 

検証

 

3-2 交通と施設の連携強化
詳細 

検討
実施

効果 

検証

 

3-3 関係者間会議の定期開催 実施 実施 実施 実施 実施

 

施策４ 
公共交通
の利用促
進

4-1 情報発信の強化 実施 実施 実施 実施 実施

 

4-2 利用機会の創出 実施 実施
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第 5 章 計画の推進体制 

1. 推進体制 

市川三郷町地域公共交通会議において、毎年度、取組の実施状況の確認、効果検証や取組の改

善案等について協議を行います。 

また、計画期間における社会情勢の変化を踏まえ、見直しが必要な場合は、上位・関連計画との整

合を図りつつ、計画の改訂を行っていきます。 

 

 

 

2. 進捗管理手法 

目標に応じた評価指標の達成状況や取組の進捗状況を確認し、ＰＤＣＡサイクル【計画（Ｐｌａｎ）→実

施（Ｄｏ）→評価（Ｃｈｅｃｋ）→見直し（Ａｃｔｉｏｎ）】による計画の進行管理を行います。 

 

 

 

 

 

 推進組織 構成員 役割
 

市川三郷町 
地域公共交通会議

交通事業者、警察、国

の交通施策担当者、

学識経験者等

本計画に位置づけた取組の実施状況の確認、効果検

証や取組の改善案等について協議し、計画の進行管

理を行う。 
また、必要に応じて、計画の改定に係る協議を行う。

地
域
公
共
交
通
計
画
の
策
定

１年目 次
期
計
画
の
策
定

２年目 ３年目 ４年目 ５年目

Ｐ１

Ｄ

Ｃ

Ａ

改善実施

効果検証

Ｐ２

Ｄ

Ｃ

Ａ

改善実施

効果検証

Ｐ３

Ｄ

Ｃ

Ａ

改善実施

効果検証

Ｐ４

Ｄ

Ｃ

Ａ

改善実施

効果検証

Ｐ５

Ｄ

Ｃ

Ａ

改善実施

効果検証

年度ごとに取組の進捗状況を確認し，
次年度に向けて計画を改善していきます。

【５年目】
次期計画策定に向けた検討
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資料編 
 

 

 

資料編
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1. 検討体制・経緯 

（１）市川三郷町地域公共交通会議 

※敬称略  

 所属・役職 氏名 備考

 市川三郷町　統括 一瀬 浩

 一般社団法人山梨県バス協会　専務理事 篠原　勇

 一般社団法人山梨県タクシー協会　常務理事 菊島 貴

 山梨交通株式会社　代表取締役 雨宮 正英

 山梨交通株式会社鰍沢営業所　支部長 高石　政洋

 株式会社三交　代表 小沢 一也

 有限会社鰍沢タクシー　代表 杉山 昌也

 有限会社豊栄タクシー　代表 小幡 久佳

 山梨県峡南建設事務所　所長 吉野　一郎

 市川三郷町建設課　課長 渡辺　元樹

 山梨県警 鰍沢警察署　署長 渡邉 孝

 関東運輸局山梨運輸支局　首席運輸企画専門官 服部 陽介

 山梨県知事政策局リニア・次世代交通推進グループ 

リニア・次世代交通推進課　課長
有須田　遥華

 山梨大学大学院　教授 武藤 慎一 会長

 市川三郷町社会福祉協議会　会長 塩島 明美

 市川三郷町シニアクラブ連合会　会長 青沼 隆三

 市川三郷町民生委員児童委員協議会　会長 有泉 みさを

 市川三郷町商工会　会長 青沼 博

 市川三郷町女性団体連絡協議会　会長 青栁 みゆき

 市川三郷町教育総務課　課長 櫻井 茂

 利用者・住民代表 小林 崇

 利用者・住民代表 有泉 志づ子

 利用者・住民代表 鈴木 晴久

 利用者・住民代表 笠井 鈴治

 利用者・住民代表 長濱 哲人
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（２）検討経緯 

 

 
開催日 議題

 

第 1 回 

（令和 6 年 4 月 25 日）

○地域公共交通会議および法定協議会について 

○市川三郷町地域公共交通会議設置規約（案）等について 

○「市川三郷町地域公共交通計画等策定支援業務」について 

○外出支援サービス（福祉有償運送）事業について

 

第 2 回 

（令和 6 年 11 月 8 日）

○2024（令和 5）年度コミュニティバス実績報告について 

○地域公共交通計画の策定について 

・計画骨子案（１１月時点の想定） 

・各種調査の実施について（各アンケート調査）

 

第 3 回 

（令和 7 年 3 月 6 日）

○地域公共交通計画策定について 

・アンケート調査結果の概要報告 

・地域公共交通計画骨子案 

・2025（令和 7）年度スケジュール 

○停留所名の変更について 

・三珠線「三珠庁舎」→「旧三珠庁舎」 

・六郷循環線「六郷支所」→「六郷出張所」

 
第 4 回 

（令和 7 年 6 月 23 日）
○地域公共交通計画の素案について

 

第 5 回 

（令和 7 年 10 月 2 日）

○市川三郷町地域公共交通計画（素案）について 

○公共交通ネットワークの再編案について 

○パブリックコメントの実施について

 

第 6 回 

（令和 7 年 12 月 18 日）

○パブリックコメントの結果について 

○市川三郷町地域公共交通計画（案）の承認
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2. 各種アンケート調査 

（１）町民アンケート調査 

 

（２）中高生アンケート調査 

 

（３）コミュニティバスアンケート調査結果 

 

 

 
目的 町民の日常的な移動実態や公共交通の利用状況を把握するため

 
期間 2024（令和 6）年 12 月 20 日（金）～12 月 30 日（月）

 
対象者 15 歳以上の町民 2,000 人（無作為抽出）

 
実施方法 郵送配布、郵送・WEB 回収

 
目的 若年層の日常的な移動実態や公共交通の利用状況を把握するため

 
期間

2024（令和 6）年 12 月 2 日（月）～12 月 20 日（金） 

※各校にて順次実

 
対象者

町内中学校・高等学校に通う生徒（計 1,074 人） 

（三珠中学校、市川中学校、市川南中学校、六郷中学校）青洲高校

 
実施方法 WEB 回答・WEB 回収

 
目的 公共交通の利用状況やその他輸送サービスの利用状況等を把握するため

 
期間

留め置き調査：2025（令和 7）年 1 月 6 日（月）～1 月 17 日（金） 

回答〆切：1 月 24 日（金）

 
対象者 コミュニティバスの利用

 
実施方法 調査票を車内に留め置きし、郵送回収
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3. 用語解説 

 

　　※五十音順 

 
用語 意味

 

IC カード
地域公共交通機関の運賃決済に利用が可能なカードであ

り、車載器にカードをかざすことにより、運賃を支払えるもの。

 

交通弱者
自身で自動車等を運転できないため、移動に制約を抱える

方。高齢者や障がい者、子どもなどが含まれる。

 

コミュニティバス
バス事業者の既存路線ではカバーできない地域に対し、自治

体が事業主体となり運行するバスのこと。

 

地域公共交通
地域住民の日常生活や来訪者の観光などに利用される鉄

道、バス、タクシー等の公共交通機関のこと。

 

地域公共交通会議
地域のニーズに応じ多様な交通サービスの普及や利便向上

を図るため、自治体が主宰し地域の関係者が協議する場。

 

定時定路型路線
利用者の有無にかかわらず、あらかじめ定められたルートを定

時に運行する形態。

 

デマンド交通
利用者のニーズに応じて予約に基づき運行する公共交通サ

ービス。

 

PDCA サイクル
Plan（計画）→Do（実行）→Check（評価）→Action（改善）を

継続し、管理プロセスの質を高める手法。

 

フィーダー系統

幹線や主要路線に利用者を送迎するため、周辺地域から利

用者を集める支線的な公共交通系統。幹線の補助的な役割を

担う。

 

待合環境
鉄道駅やバス停留所付近など、鉄道やバスが到着するまで

の時間を過ごす空間・環境のこと。

 

ライドシェア
一般の人が自家用車で他人を有料で送迎する仕組み。タク

シーが不足する地域への導入が進められている。
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